
 

 

 

 

 

 

 

     注  文  者                        （以下甲という） 

      請  負  者                        （以下乙という） 

 監  理 者                          （以下丙という） 

                    （これをおく場合に限り記載する） 

 

この契約書（約款含む）と添付の見積書によって工事請負契約を締結します。 

 

１，工     事                             

 

２，工  事  場  所                                 

 

３，工     期     着 工  平成   年   月   日    

              完 成  平成   年   月   日    

 

４，請 負 代 金 額    金            円              

             う ち 工 事 価 格   金            円    

取引に係る消費税額 金            円    

 

５，支 払 方 法    契約後前払                

             中間部分払                

完成引渡後                

６，検 査 の 時 期 

  お よ び 方 法 

 

７，引 渡 時 期    検査合格後     日以内 

 

８，履行遅滞違約金    約款の定めによる 

 

９，そ    の    他                                                                         

                                                                                               

                                                                                               

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

収入 

印紙 
工 事 請 負 契 約 書 

約款の定めによる 



 

 

 

約    款 

(総則) 

第１条  甲、乙及び丙は、互いに協力して信義を守り、誠実にこの契約を履行する。 

２．契約の履行にあたっては、契約書、工事請負契約約款（以下「約款」という）及び添付の設計図・仕様

書（以下「設計図書」といい、現場説明書及びその質問解答書を含む）に基づいて、この契約（契約書、約

款及び設計図書を内容とする請負契約をいい、その内容を変更した場合を含む。以下同じ）を履行する。 

３．乙は設計図及び仕様書に基づく請負代金内訳明細書及び工程表を作成し、契約締結後速やかに甲に提出

してその承諾を受けるものとする。 

４．監理者（以下「丙」という）は、この契約が円滑に遂行されるように協力する。 

（権利義務の譲渡等)  

第２条  この契約によって生ずる権利若しくは義務は、これを第三者に譲渡又は継承せしめてはならない。但し 

相手方の書面による承諾を得た場合はこの限りではない。 

２．この契約の目的物は、これを第三者に売却若しくは貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供しては

ならない。 

(一括下請負・一括委任の禁止)  

第３条  乙は、あらかじめ甲の書面による承諾を得なければ、工事の全部若しくはその主たる部分を一括して、第

三者に請け負わせること、若しくは委任することはできない 

（適合しない施工） 

第４条  施工において、設計図書に適合しない部分があるときは、甲又は丙の指示によって、乙は、その費用を負

担して速やかにこれを改造する。このために乙は、工期の延長を求めることはできない。 

    ２．丙は、設計図書に適合しない疑いのある施工について、必要と認められる相当の理由があるときは、そ

の理由を乙に通知のうえ、甲の書面による同意を得て、必要な範囲で破壊してその部分を検査することがで

きる。 

    ３．本条第２項による破壊検査の結果、設計図書に適合していない場合は、破壊検査に要する費用は乙の負

担とする。また、設計図書に適合している場合は、破壊検査及びその復旧に要する費用は甲の負担とし、 

    乙は、甲に対してその理由を明示して必要と認められる工期の延長を請求することができる。 

    ４．次の各号の一によって生じた設計図書に適合しない施工については、乙は、その責を負わない。 

     一．甲又は丙の指示によるとき。 

     二.支給材料、貸与品、指定された工事材料・建築設備の機器の性質、又は、指定された施工方法による

とき。 

     三.その他施工について甲又は丙の責に帰すべき理由によるとき。 

    ５．前項のときであっても、施工について乙の故意又は重大な過失によるとき、又は乙がその適当でないこ

とを知りながらあらかじめ甲又は丙に通知しなかったときは、乙はその責を免れない。但し、乙がその適当

でないことを通知したにもかかわらず、甲又は丙が適切な指示をしなかったときはこの限りではない。 

(監理者) 

第５条   丙は、甲の委任を受け、この契約に別段の定めのあるほか、次の事を行う。 

一．設計意図を正確に伝えるため、乙と打ち合わせ、必要に応じて説明図などを作成し、乙に交付するこ

と。 

二．設計図書に基づいて作成した詳細図などを、工程表に基づき乙が工事を円滑に遂行できるため必要な

時期に、乙に交付すること。 

三．乙の提出する施工計画を検討し、必要に応じて、乙に対して助言すること。 

四．設計図書の定めるところにより、乙が作成する施工図（現寸図・工作図などをいう。以下同じ）、模型

などが設計図書の内容に適合しているか否かを検討し、承認すること。 

五．設計図書の定めるところにより、施工について指示し施工に立ち会い、工事材料・建築設備の機器及

び仕あげ見本などを検査または検討し、承認すること。 

 



 

 

 

六．工事の内容が設計図・説明図・詳細図・施工図（以下これらを「図面」という）、仕様書などこの契約

に合致していることを確認すること。 

七．工事の内容・工期又は請負代金額の変更に関する書類を技術的に審査すること。 

八．工事の完成を確認し、契約の目的物の引渡しに立ち会うこと。 

２．甲は、前項と異なることを丙に委任したときは、書面をもって乙に通知する。 

３．乙がこの契約に基づく指示・検査・試験・立会い・確認・審査・承認・意見・協議などを求めたときは、

丙は、速やかにこれに応ずる。 

４．甲と乙は、この契約に定める事項を除き、工事について甲と乙の間で通知・協議を行う場合は、原則と

して通知は丙を通じて、協議は丙を参加させて行う。 

５．丙は、甲の承諾を得て全部又は一部の監理業務を代理して行う監理者又は現場常駐監理者をおくときは、

書面をもってその氏名と担当業務を乙に通知する。 

６．丙の乙に対する指示・確認・承認などは原則として書面による。 

(工事の中止、変更) 

第６条  甲は、必要がある場合には工事内容を変更し若しくは工事を一時中止するし、又はこれを打ち切ること

ができる。この場合において、請負代金額又は工期を変更する必要があるときは、甲、乙協議して書面によ

りこれを定めるものとする。 

２．前項の場合において乙が損害を受けたときは、甲は、その損害金を賠償しなければならない。 

（工期の変更） 

第７条  乙は工事に支障を及ぼす天候の不良、その他正当な事由がある場合、甲に工期の延長を求めることができ     

る。 

(第三者の損害) 

第８条  施工のため第三者に損害を及ぼしたときは、乙がその損害を賠償する。ただし、甲の責に帰すべき理由に

よって生じたものについては甲の負担とする。 

２．日照阻害・風害・電波障害その他、工事が行われることによって生じ避けることのできない近隣の損害、

迷惑については甲の責任で処理し、乙はこれに協力する。 

３．第１項及び前項のほか、施工のため近隣との間に紛争を生じたときは甲、乙協力して、その処理、解決

にあたる。 

(一般損害の負担) 

第９条  工事の完成引渡しまでに契約の目的物、又は工事材料、その他施工一般について生じた損害は乙の負担と

し、そのために工期の延長をしない。 

２．前項の損害のうち、次の各号の一に該当することによって生じたものは甲の負担とし、乙は必要により

工期の延長を求めることができる。 

一．甲の都合によって、着手期日までに着工できなかったとき、又は甲が工事を繰り延べ若しくは中止した

とき。 

二．前金払又は部分払が遅れたため乙が工事の手待ち又は中止をしたとき。 

三．その他甲の責に帰すべき事由によるとき。 

(不可抗力による損害) 

第１０条 天災地変、その他甲乙のいずれにもその責を帰すことができない不可抗力によって、工事の既成部分又は

工事現場に搬入した工事材料に損害を生じたときは、乙は事実発生後すみやかに甲に通知する。 

２．前項の損害で重大なものについて、乙が善良な管理者の注意をしたと認められるときは、その損害額を

甲が負担する。 

３．火災保険、その他損害をうめるものがあるときは、それらの額を損害額より控除したものを前項の損害

額とする。 

 

 

 



 

 

 

（損害保険） 

第１１条 乙は、工事中工事の出来高部分と工事現場に搬入した工事材料・建築設備の機器などに火災保険または建

設工事保険を付し、その証券の写しを甲に提出する。設計図書に定められたその他の損害保険についても同

様とする。 

２．乙は、契約の目的物、工事材料・建築設備の機器などに前項の規定による保険以外の保険を付したとき

は、速やかにその旨を甲に通知する 

（部分使用） 

第１２条 工事中に契約の目的物の一部を甲が使用する場合（以下部分使用という）は、契約書及び設計図書の定め

により、甲は部分使用に関する乙の書面による同意を得て、これを使用することができる 

２．甲は部分使用する場合は乙の指示に従って使用し、その指示に違反して乙に損害を及ぼしたときは、そ

の損害を賠償しなければならない。 

３．改修工事等における部分使用の場合は、前二項を準用する。 

４．部分使用につき法令上必要な手続きは、甲又は丙が行いその費用は甲の負担とする。 

（部分引渡し） 

第１３条 工事の完成に先立って、甲が契約の目的物の一部引渡しを受ける場合（以下この場合の引渡しを「部分引

渡し」といい、引渡しを受ける部分を「引渡し部分」という）は契約書及び設計図書の定めにより、甲は部

分引渡しに関する乙の書面による同意を得て、部分引渡しを受けることができる。 

    ２．乙は引き渡し部分の工事が完了したとき、設計図書に適合していることを確認し、甲又は丙に検査を求

め、その指示にしたがって、期間内に検査に合格しなければならない。 

    ３．前項の検査に合格したとき、甲は引渡し部分相当額の支払いを完了すると同時にその引渡しを受けるこ

とができる。 

（完成、検査、引渡し） 

第１４条 乙は工事完成の約１週間前に、甲又は丙の事前検査を求め、不良箇所があるときは、これを補修して完成

検査を受けなければならない。 

    ２．完成検査を終えたら、乙は引渡し期日までに契約の目的物を引き渡し、甲は乙に受領書を渡す。 

    ３．工事が終了したと甲又は丙が認めるときは、甲はただちに残代金を支払わねばならない。 

    ４．引渡し期日までに検査による手直し工事が未了の場合、工事残代金がある場合といえども、その残代金

の額が手直し未了工事に要する費用の３倍未満であるときは、乙は契約の目的物の引渡しを拒むことはでき

ない。 

（請求、支払、所有） 

第１５条 工事が工事請負契約書に定めた支払時期に達したときは、甲は、乙の請求により請負代金を支払わなけれ

ばならない。 

    ２．甲が乙に支払った金額に相当する工事既成部分は、甲の所有となるがその管理は引渡しが完了するまで

乙が行うものとする。 

    ３．最終支払が金融機関の融資金でなされるために甲の登記を必要とする場合は、甲はこの金融機関の融資

金が金融機関から直接乙に支払われるようにする。 

(瑕疵担保) 

第１６条 乙は工事目的物の瑕疵によって生じた減失毀損について引渡の日から 1 年間担保の責を負う。ただしこの 

    期間は、石造、土造、煉瓦造、金属造、コンクリート造およびこれに類する建物その他土地の工作物もしく

は地盤の瑕疵によって生じた滅失毀損については 2 年とする。 

２．造作、装飾、家具などについては甲が引渡しをうけるとき、丙が検査して、もし瑕疵があるときは、た

だちに乙に補修又は取換えを求めなければ、乙は、その責を負わないことができる。ただし、隠れた瑕疵に

ついては引渡の日から 6 ヶ月間担保の責を負う。 

 

 

 



 

 

 

(請負代金の変更) 

第１７条 次の各号の一にあたる場合、当事者は請負代金額の変更を求めることができる。 

     一．工事の追加、変更があったとき。 

     二．予期することができない急激な物価、賃金等の変動により請負代金の額が適当でないと認められると        

     き。 

    ２．請負代金額を変更するときは、工事の減少部分については工事費内訳書により、増加部分については時 

価による。 

(履行遅滞、違約金) 

第１８条 乙が第７条以外の理由で、契約の期間内に工事の完成引渡しが出来ないときは、甲は遅滞日数 1 日につき

請負代金（工期内に部分引渡しがあったときは、その部分に対する請負代金相当額を控除した金額）の 1 万

分の 4 に相当する額の違約金を請求することができる。 

２．甲が契約で定めた支払期日を過ぎても支払いがなかったとき、乙は遅滞日数の一日につき甲の支払うべ

き金額の１万分の４の違約金を請求することができる。 

３．甲が前項の遅滞にあるときは、乙は、第１４条第４項の場合を除き、契約の目的物の引渡しを拒むこと

ができる。 

４．甲が遅滞にあるとき、乙が自己のものと同一の注意をして管理してもなお契約の目的物に損害を生じた

ときは、その損害は甲が負担する。 

５．甲が遅滞にあるとき、契約の目的物の引渡しまでの管理のため特に要した費用は、甲の負担とする。 

６．乙が履行の遅滞にあるとき、契約の目的物に生じた損害は乙の負担とし、天災その他不可抗力などの理

由によってその責を免れることはできない。 

(工事関係者についての異議) 

第１９条 甲は、丙の意見をきいて、乙の現場代理人その他の工事関係者のうち工事の施工又は管理について著しく 

適当でないと認めた者があるときは、その理由を明示して乙に異議を申し立て、又はその交代を求めること

ができる。乙は、丙又はその代理人による処置が著しく適当でないと認めたときは、その理由を明示して甲

に異議を申し立て、又はその交代を求めることが出来る。 

(甲の解除権) 

第２０条 甲は、工事中必要によって契約を解除することができる。甲はこれによって生じた損害を賠償する。 

２．つぎの各号の一つに当たるときは、甲は乙に工事を中止させるか、又は契約を解除してその損害の賠償 

を求めることが出来る。 

一．正当の事由なく、乙が着手期日を過ぎても工事に着手しないとき。 

二．工程表より著しく工事が遅れ、工期内又は期限後相当期間内に、乙が工事を完成する見込みがないと

認められるとき。 

三．第５条第１項の規定に違反したとき、又は予め甲の書面による承認がないのに工事の全部又は大部分

を一括して第三者に委任し、若しくは請け負わせたとき。 

四．前３号のほか乙がこの契約に違反し、その違反によって契約の目的を達することができないとき。 

五．乙が第２０条第２項の各号の一に規定する事由がないのに契約の解除を申し出たとき。 

３．契約を解除したとき工事の出来形部分は甲の所有として、甲乙協議のうえ精算する。このとき前払い金

額に残額のあるときは、乙はその残額について前払い金額受領の日から利息をつけてこれを甲に返す。 

(乙の解除権) 

第２１条 甲が前払金、部分払の支払を遅延し、乙が相当の期間を定めて催告しても、甲がなお支払をしないとき、

乙は工事を中止することが出来る。 

    ２．つぎの各号の一にあたるとき、乙は契約を解除することが出来る。 

一．乙の責に帰し得ない工事の遅延又は中止期間が、工期の 3 分の 1 以上、又は 2 ヶ月に達したとき。 

二．甲が工事を著しく減少したため、請負代金が 3 分の 2 以上減少したとき。 

三．甲がこの契約に違反し、その違反によって契約の履行ができなくなったと認められるとき。 

 



 

 

 

３．前２項のとき、乙は甲に損害の賠償を求めることができる。 

４．前２項による解除のときは、前条第３項の規定を準用する。但し利息についてはこの限りではない。 

(紛争の処理) 

第２２条 この契約について当事者間に紛争を生じたときは、当事者の双方又は一方から相手方の承認する第三者を

選んでこれにその解決を依頼するか、又は建設業法による建設工事紛争審査会のあっせん又は調停によって

その解決を図る 

２．当事者双方又は一方が前項により紛争を解決する見込みがないと認めたとき、若しくは建設工事紛争審

査会があっせん又は調停をしないものとしたとき、又は打ち切ったときは、当事者は、仲裁合意書に基づい

て審査会の仲裁に付することができる。 

(補則) 

第２３条 この契約書に定めていない事項については、必要に応じて、甲、乙協議のうえ定める。 

 

 

 

 

 

以上この契約の証として本書 ２ 通を作成し、必要に応じて甲乙協議のうえ、各１通を所有する。 

 

 

 

         年   月   日 

 

 

           甲（注 文 者） 

                 氏 名                        ㊞ 

 

                 住 所                         

 

 

           乙（請 負 者）  

                 氏 名                        ㊞ 

 

                 住 所                          

 

 

           丙（監理者）  

                 氏 名                         ㊞ 

 

住 所                         

 


